
 議案第１２号 

グリーンカレッジホールの管理運営に関する令和７年度協定の締結並びに

令和７年度事業計画の承認について 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月６日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 長沼 豊 

 

グリーンカレッジホールの管理運営に関する基本協定及び令和７年度協定の

締結並びに令和７年度事業計画の承認について 

グリーンカレッジホールについて、指定管理者と「令和７年度協定」を締結す

る。また、指定管理者より提出された「令和７年度事業計画」について承認する。 

（１）東京都板橋区立グリーンカレッジホールの管理運営に関する年度協定（案） 

（２）令和７年度東京都板橋区立グリーンカレッジホール指定管理者事業計画書 

 

（提案理由） 

 グリーンカレッジホールの令和７年度業務実施にあたり、年度協定を締結し、

指定管理業務の事業計画を承認し、決定する必要がある。 



 

東京都板橋区立グリーンカレッジホールの管理運営に関する年度協定 

 

 東京都板橋区教育委員会（以下「甲」という。）とアクティオ・板建総共同事業体（以

下「乙」という。）は、東京都板橋区立グリーンカレッジホール（以下「ホール」とい

う。）の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）について、「東京都板橋区

立グリーンカレッジホールの管理運営に関する基本協定」（以下「基本協定」という。）

第３条に基づき、令和７年度の協定を以下のとおり締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、令和７年度のホールの管理業務に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（協定期間） 

第２条 本協定の協定期間は､令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

 

（管理業務） 

第３条 乙は、仕様書（別紙１）のとおり、令和７年度のホールの管理業務を行うも

のとする。 

 

（事業計画書等） 

第４条 乙は、基本協定第３３条及び第３６条に基づき、次に掲げる事項を定めた事

業計画書を提出し、甲の承認を得なければならない。 

（１） 管理運営上の基本方針 

（２） 施設利用に関すること（利用料金・利用時間・休館日・利用申込等） 

（３） 人員配置・研修に関すること 

（４） 施設の維持管理に関すること 

（５） 教育委員会・区事業に関すること 

（６） 情報管理体制 

（７） 危機管理体制・緊急時対応 

（８） 自主事業に関すること 

（９） 収支計画 

（10） サービス水準 

（11） その他甲が必要と認める事項 

２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について必要があると認めるとき

は、乙に対してその変更を指示することができる。 

３ 乙は、第 1 項の規定により提出した事業計画書の内容について甲の承認を得て変

更できるものとする。 



４ 乙は、指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにするた

め、乙の構成員の事業年度の決算が確定した時点で、速やかに当該構成員の決算書

及び関係書類を甲に提出しなければならない。 

 

（管理業務経費） 

第５条 令和７年度のホールの管理業務経費は、収支計画書（別紙２）のとおりとす

る。 

２ 甲が、乙に支払う管理業務指定管理料は、金４４，８５２，９２８円とする。 

３ 管理業務指定管理料のうち、修繕・工事費金１，３００，０００円については年

度終了後、余剰金が発生した場合は､甲乙確認後、乙は甲に返還するものとする。 

４ 支出経費のうち、キャッシュレス決済端末の決裁手数料経費（以下「決済手数料

経費」という。）金４０，０００円について、乙が実施する指定事業における ITA リ

ザーブでの施設使用料収納に伴うキャッシュレス決済の手数料に充てるものとする。 

  乙は、上記に定める決済手数料経費を、事業年度終了後に清算し、過剰金を甲に

返還するものとする。ただし、決済手数料経費の決算額が上記の金額を超過した場

合には、乙は甲に対して当該超過額を上限に決済手数料経費の補填を求めることが

できるものとし、甲及び乙が協議の上、補填額を決定する。 

５ 本協定の締結後生じた事由のため、管理業務の執行に要する費用を変更すべき特

別な事情が生じた場合には、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 

 

（管理業務報告） 

第６条 乙は、基本協定第１２条に基づき、毎月１０日以内に前月の次に掲げる事項

をまとめた業務報告書を作成し、甲に提出するものとする。 

（１） 利用者数、利用料金等に関する利用実績報告及び対前年比較 

（２） 収支報告 

（３） 研修実績に関する報告 

（４） 設備保守点検等運営に関する報告 

（５） 施設の修繕並びに修繕計画に関する報告 

（６） 施設の管理運営に関する報告 

（７） その他甲が必要とする報告 

 

（履行確認） 

第７条 乙は、甲が実施する履行確認に応じなければならない。 

２ 乙は、履行確認の実施にあたり、甲から立ち入り検査ほか必要書類の提出及び説

明を求められたときは、これに応じなければならない。 

３ 乙は、履行確認において甲から改善等の指示があった場合は、甲から指示された

内容に従い、速やかに管理業務の改善等を行わなければならない。 

（事業報告） 



第８条 乙は、基本協定第１２条第２項に基づき、事業年度終了後３０日以内に次に

掲げる事項の事業報告書を作成し、甲に提出するものとする。 

（１） 利用者数、利用料金等に関する利用実績報告及び対前年比較 

（２） 収支報告（利益等の還元に関する報告を含む。） 

（３） 業務実績に関する報告 

（４） 研修実績に関する報告 

（５） 設備保守点検等運営に関する報告 

（６） 施設の修繕並びに修繕計画に関する報告 

（７） 施設の管理運営に関する報告 

（８） サービス水準を含めた自己評価 

（９） 自主事業に関する報告 

（10）  アンケート結果及び改善報告 

（11） その他甲が必要とする報告 

 

（管理業務指定管理料の支払） 

第９条 甲は、乙からの請求に基づき履行確認のうえ、月毎に管理業務指定管理料を

支払うものとする。 

２ 月毎に支払う管理業務指定管理料は、管理業務指定管理料内訳書のとおりとする。 

 

（利益等の率） 

第 10 条 基本協定第１１条第４項に定める利益等の率は、７．９％とする。 

 

（超過した利益等の還元方法） 

第 11 条 基本協定第１４条第２項に定める還元方法については、現金による還付を原

則とする。 

２ 前項の規定に関わらず、甲が必要と認める場合には、利用者の安全性及び快適性、

施設利用率の向上等を踏まえ、次の各号に掲げる中から１つあるいは複数の方法を

選択し、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（１） 施設の安全性につながる修繕及び工事 

（２） 施設利用者の要望を踏まえた備品の更新 

（３） 施設の設置目的の範囲内で区民サービスの向上に資する無料事業の実施 

３ 前項の（１）及び（２）の還元方法を選択した場合、還元額の総額及び１件当た

りの額の上限は、協定書に定める修繕・工事費や備品購入費の総額及び１件当たり

の額を上限とし、協定書に定めがない場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

４ 第１項の規定及び第２項の各号については、組み合わせることができるものとす

る。 

５ 還元にあたっては、第８条に定める事業報告書の提出から１か月以内に、甲乙協

議のうえ還元方法や内容を確定させるとともに、乙は事業報告書を提出した年度内



に還元を完了させるものとする。 

 

（協定の改定） 

第 12 条 ホールの管理業務に関し、特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本協

定を改定することができる。 

 

 

（協議） 

第 13 条 本協定の解釈について疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項が生

じた場合、甲と乙は誠意をもって協議するものとする。 

 

  本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１

通を保有する。 

 

 令和６年４月１日 

甲  東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

 

板橋区長 坂本 健 

 

東京都板橋区教育委員会 

 

 

乙  東京都目黒区東山一丁目５番４号  

ＫＤＸ中目黒ビル６階 

アクティオ・板建総共同事業体 

代表 アクティオ株式会社 

代表取締役社長 淡野 文孝



指 定 管 理 料 内 訳 書 

 

月分 金 額（円） 備  考 

４月 3,737,744 円  

５月 3,737,744 円  

６月 3,737,744 円  

７月 3,737,744 円  

８月 3,737,744 円  

９月 3,737,744 円  

１０月 3,737,744 円  

１１月 3,737,744 円  

１２月 3,737,744 円  

1 月 3,737,744 円  

２月 3,737,744 円  

３月 3,737,744 円  

合計 44,852,928 円  

※管理業務指定管理料の支払いは、指定管理者からの請求に基づき履行確認

のうえ、月毎に支払う。 

※金額には、消費税相当分を含む。 

 

















































































別 紙 ２

〇令和７年度収支計画書 

【収 入】                                   

項 目 金 額  円 備 考 

指定管理委託料 44,852,928  

利用料収入 ・・・・・・  

合 計 ・・・・・・  

【支 出】                            

項 目 金 額  円 備 考 

人件費 ・・・・・・  

事業運営費 ・・・・・・  

管理運営経費 ・・・・・・  

修繕・工事費 1,300,000 年度終了後清算 

本社経費 ・・・・・・  

営業利益 ・・・・・・  

合 計 ・・・・・・  

 


